










まえがき 

前年度に続き,先天異常モニタリングを実施するための行政システムのあり方について検

討した。 

前年度の報告のとおり,すでに先天異常モニタリングを実施している諸外国とわが国とで

は,医療制度,行政組織,国民感情,社会観念などにおいて大いに異なるところがあるので,

わが国においてモニタリングを実施する場合には独自の方法,手段を考えざるを得ない。国

営医療制度をとっている国においては,主要な医療機関は国公立であり,大部分の出産およ

びその後のフォローアップはこれらの国公立医療機関ないし保健機関で行われるので,医

療情報はいながらにして掌握できる。国営医療制度でない国でも,主要な病院は公的ないし

は準公的性格であるので,出産関連の情報の把握はさほど困難ではない。しかも多くの場合

,先天異常については医師および助産婦に届出の法的義務が課されている。一方,わが国の

医療制度は開業医制度を根幹としているので,私的医療機関に負うところが大きく,法的の

裏づけなくして医療情報の把握は困難である。先天異常については,かつて出生届にその有

無を記載することとなっていたが,昭和 27 年の戸籍法の改正の際削除されて今日に至って

いる。その復活を含め先天異常に関する情報の把握について早急に法的措置を講じること

は容易なことではない。したがって,わが国で先天異常のモニタリングを実施する場合には

,関係医療機関の好意に基づく協力なくしては不可能といわねばならない。この点について

は,前年度から開始された神奈川県および大阪府のパイロット・スタディの実績ならびに経

験が参考になると思われる。 


